


題のボリュームについては試験時間内で解答できる程度に抑える、又は試験時間を延長

するなど試験時間内に思考した上で解答できる程度にすることが望ましい。 

 

２．試験における税務六法の貸与について 

 

【意見】 

  税理士試験に税務六法の貸与を認めるべきである。 

 

【理由】 

  司法試験においては六法の貸与が認められており、これは六法をすべて暗記する必要

性よりも試験問題で問われた内容に対し法律の解釈適用の能力を問うことを重要視して

いるからと考えられる。税理士試験においても同様に税務六法の貸与を認め、より税法の

解釈適用の能力を問う試験問題にすべきである。 

 

３．試験科目について 

 

【意見】 

  税法科目については、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法の４科目のうちから３

科目選択制にすべきである。 

 

【理由】 

  税理士の使命は「申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関

する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ること」であり、税理士となるのに必要

な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定する試験としては、申告納税方式であ

る所得税法、法人税法、相続税法、消費税法が適切である。   

よって、賦課課税方式である住民税、事業税、固定資産税（法人住民税、法人事業税に

ついては申告納税方式）は試験科目から削除することが望ましい。また、酒税法は申告件

数が限られていること、国税徴収法は国税の徴収に関する手続きの執行に関するもので

あり税理士としての資質を図るための試験科目としては不適切と考えられるため、これ

らの税目も試験科目から削除することが望ましい。 

 

４．税理士試験の実施回数について 

 

【意見】 

  税理士試験を年２回の実施にするとともに合格発表までの期間を短縮すべきである。 

 



【理由】 

税理士法第 12 条２項において「税理士試験は毎年１回以上行う。」とされているとこ

ろ、年１回の試験の実施に留まっており、税理士試験が科目合格制を採用していることも

相まって合格年数が長期化する傾向にある。受験機会を増加させることが受験者にとっ

て有益であるため、税理士試験を年２回の実施にすることが望ましい。 

また、年２回の実施にあたり、合格発表までの期間を短縮すべきである。 

 

５．情報公開について 

 

【意見】 

  模範解答及び採点基準を公開すべきである。 

 

【理由】 

  税理士試験においては公式には採点基準や模範解答が存在しない。他の国家試験が細

やかな採点基準まで公表している状況と比べると税理士試験の情報公開は不十分と言わ

ざるを得ない。このような状況は税理士試験の信頼性を損なわせるものであり、透明性・

信頼性のある試験制度を構築するために模範解答及び採点基準を公表すべきである。税

法科目の理論問題の採点基準はその性質上、公表することが困難であるかもしれないが、

模範解答は公開できるはずである。 

   

６． 試験会場について 

 

【意見】 

 税理士試験の試験会場を増やすべきである。 

 

【理由】 

  令和３年度の税理士試験の会場は「北海道・宮城県・埼玉県・東京都・石川県・愛知県・

大阪府・広島県・香川県・福岡県・熊本県・沖縄県」となっており、年度によって若干の

試験会場の増減があるが、大きくは変わらない。現行の税理士試験は複数回にわたる受験

が一般的であり、試験会場から遠隔地に居住する受験者の負担軽減や、都市部を除く地方

部における税理士不足を解消するためにも、各都道府県に１ヶ所以上の試験会場を設け

るべきである。 

 

以上 


